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詞訴訟代理人・ 弁護士、·
． ， ．” 、-主 ．＂． ・文 ． ‘、

1 被告は原告に対し，金3万 io·os 円及び内金1万7·00'8円に対する平成

ヽ 、 1 5年4月・1·.9日から
．

，内金 2 万円に対する同年6月11旧から，それぞれ支

払済みまで年5分の割合による金員を支払え； ． ‘．． 

・ 2 被告は原告に対し，
．
別紙目録記載の動産を引き渡せ。

原告のその余の請求を棄却する． ＇

4 訴訟費用はこれを1.0分し，その1を原告の；その余を被告の負担とする。

、·5. この判決は仮に執行することができる。 •‘ 

． 事実及び ‘ 理由 ・ ·

第1 箭求

、 1 ・ 被告は原告に対し，金 8万7・008円及び内金1万7.0 0 8円に対する平成

15年A月1,9日から，，内金5万円に対する平成15年6月fl日から，＇それ·

ぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

·2 被告は原告に対し，• 別紙目録記載の動産を引き渡せ�-•' ': 
. •. 第2 . 事案の概要．

. -:·1�
、

、 . •, ·.. . - ・ 令

'):



．．＾ ゞ ，｀｀

．，

．． ャ ・
，．

本件は，質店を経営ずる被告から，別紙目録記載iの動産（以下「本件動産

1」． という。），同目録記載2の動産（以下・「本件動産2」といい．｀：本件動産 »

. 1及び本件動産2を合わせて了本件動産」こ ということもある。）を担保に金貝

を借り入れ，約定利息に基づく返済をしていた原告が，その返済金を借入金に

対ずる利息制限法所定の利率の範囲内で計算して元本に充当すると，・相殺の意

•· 思表示をした日を基準としても，すすでに全額を完済したうえ1万7008円が

. . ・

， 過払いになっているとして，不当利得に基づく過払い金の返還を求めるととも

に，担保権も消減しているとして所有権に基づき本件動産の返還を求め，さら

に守護士に委任して本件訴訟を提起せざるを得なくなっ．• • たと、して，不法行為に．

基づき弁蔑士費用相当額の5·.万円の支払いを求めると、ともに，上記各金員に対

する遅延損害金の支払いを求めた事案である．．

1 前提となる苺実（当事者間に争いがない。括弧内に関連する証拠を掲記す
る。） ＇ ．

(1)披告比質屋，貸金業を営む法人である．

{2) 原告は，以下のとおり本件動産を担保に差し入れ，．被告から金員を借り

受けた。
'· 

ア 借入日
、

平成1 2. 年8月5日（甲1の n.

借入金額 12万円
約註j率 、 月 5 分．、 ． ． . '

、流質期限 3か月・
．． ｀ （ただし，平成i 5 年 4月6日に g 流質期限を同年5月5日と・

· する変更がされている。）

担保物 本件動産1

イ借入日 平成 1:4年7月2日（甲 1 の2). : . > 今«

、 、 借入金額 2万5000円 . ' •

：、、 約定利率＼月 5 分

> --� ·.~·
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流質期限3か月 ・

・ （ただし，平成1 5 年4 月 6日に，流質期限を同年5月1日と

する変更がされている。） ．

担保物 本件動産2.··

. (3) 原告は，被告に対し，別紙計算書記載のとおり，平成1 5年4月6日ま

．．で，約定利息に相当する金額を支払つた。

(4) 原告と被告との間の上記約定利息を利息制限法所定の範囲内の利率に引

き直し，原告が支払った約定利息相当額をその利息，貸金元本に充当する

と·'·、上記(2)アの契約については，·3_万 1 a.4 s 円の過払いとなり，上記

(2)-1の契約については，残元金が1 万 4340円となる。

(5) 原告代理人はI· 被告に対し，平成 i 5年 4 月1 8 日到達の書面'e, 上記

・・(4)の過払い金と残元金とを対当額で相殺する旨の意思表示をし，その残余

の過払い金及び本件動産の返還を求めた（甲.2 の1. 2)。

・・ �\i) . これに対し℃ 被告ほ，原告の上記催告を拒絶・したため（甲3), 原告

·代理人は，再度•· 同月2 :j. 日付文書で，過払い金及び．本件動産の返還を求

）
． 

めたうえで．．（甲4の1, 2 _; ・同年5月2 6 J.l, 大阪簡易裁判所に本訴を

提起した。 •• 

:? . 争点

・(1) 質屋による貸付に利息制限法の適用があるか。

（原告の主張）

質屋が質物を担保として取得 L:, 金銭を貸し付ける行為は， ． 金銭消費貸借

・ 契約と質契約！こ過ぎず，被告が主張するょうな特殊なものではな．．＜，金銭の．

貸付けほ消費貸借契約であることに変わりはな<, 利息制限法の適用が排除

• される根拠とはならない。

質屋営業法によって質屋への適用が排除される出資の受入れ，預り金及び

金利等の取締りに関する法律（以下「出資法」という.. .r 5 条 2 項は著しい

.. . . - 3.· 一 ・
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高金利に対して刑罰をもって臨み魯これを・抑制しようとする
＇

ものであって，

民事上の効果とは無関係である。 響 .、.

＾（被告の主張）

、質契約につVヽては，利息制限法の適用はない。

質契約は物的有限責任契約であり，入質者は借入金の弁済義務を負担して

いる訳ではなく ， 債務不履行の場合
，

流質の効果として質物の所有権を失う

にすぎないoそして，流質の場合，・質物の時価が債権額を上回つt1i ても差

額の不当利得返還義務を負わず，逆に質物の時価が債権額を下回っていたと

しても，入質者は物的有限責任を負担するにすぎないから，その差額を債務

者に請求し得ず，質屋が必ず債権の演足が得られる保証もなく，通常の貸金
‘

とはその性質を異にする。

質屋営業法36条比出資法 5 条2項の適用も排除レているしャ質屋は，▲

、一般の貸金業者とは異なり，質物保管義務及び質物裸管設備の規制がされt
.. . 、

いる。�｀ ．疇 ｀，．

(2) 被告による不法行為の成否

（原告の主張） ・ヤ

•取引上の判断に当たりその法律的認識が食い違うことはあるとしても，

本件のように利息制限法の明文規定から明らかであるにもかかわらずそれ

を争うことにより原告が弁護士に委任して訴訟を提起せざるを得ない状況

やに陥れたことは不法行為に款当する。被告は原告に対し，弁護士費用相当

額5万円の支払義務を負う。

（披告の主張）

：取引上の判断に当たり，• その法律的認識が食い違うことがあり得るのは．

当然である＂相手方の主張を争うことが不法行為を構成するはずがない。

第 3 争点に対する判断

,. :1 過払い金の返遼請求及び本件動産の返還請求について..

. -:-'·4 - ヽ t



(1) 質屋営業法にょれば月 『「質屋営業」．とは／物品を質に取り，流質期限ま

、 ， でに当該質物で担保．される債権の弁済を受けないときは，当該質物をもって

．．、その弁済に充てる約款を附して，・金銭を貸し付ける営業をいか』（同1条

1項）ものとされており，質屋を営む被告が，原告に金銭を貸し付ける行為
←

も， 「金銭を目的とする消費貸借」（利息制限法1条1項）であることは明

らかであっ て，その利息の契約が利息制限法の適用を受けることには疑いが
,. 

.｀ ． ない。

(2)'被告は，質屋による金銭の貸付けについては利息制限法の適用を受けな''

いと主張するから，以下・付言するd

まず，披告は，質屋は；：．質物をと、つて金銭を貸し付けるものではあるが，

貸し付けた金員の返還を受けられなかった堀合． 当飲質物をその弁済に充て

るものとされ，貸し付けた金員の回収ができなかったとしても回収不·能とな

った額の返還を借受人に求めることはできないという特殊性があるから�・質

屋営業て•は利息制限法の適用が排除される と主張する
・
。しかしながら，前述

のとおり，質屋営業は． 「質物をもってその弁済に充てる約款を附して ，金

ものであるから銭を貸し付ける」' ，たとえ質物によって貸金全額の回収がで

きなかったとしても.. 利息，、遅延損害金を含む貸金債権に対する弁済として

．．質物の所有権を移転させることによつて貸金債権はすべて消滅するのである

から，その余の請求が不可能となることは当然であって:, . それが，利息制限

法の適用を排除する理由とはならない；

また．， ・ 被告は，質屋営業には出資法の適用が排除されていると 加．質屋に

．は質物の保管義務が課されているなどと主張するが，質屋営業法3,6条は，

高鉛利の貸付をした場合の刑事罰を規定している出資法5条2項の制限利率ロ

の緩和，利息算定方法の特則を定めたにすぎず，:利息契約についての私法上

の効力を定めた利息制限法の適用とは何ら関係がないし，質物保管義諮，保

． 管設備設置義務（質屋営業法7条1項） ，危険負担（同法 29 条 2 項）など

-- 5 .-· 
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ても，恒常的に他人の所有物を保管する質屋営業の業務態様や質置主につい

保護の観点から要請されるも のであって，利息制限法の適用排除とは無関係

である。．

なお，質屋営業法1 9条1項ただし書には，「質屋は，当該流質物を処分

・するまでは，質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時

に如足約を更新したとずれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払

- -•• ったときほ，質物を返還するように努めるものとする． 」との規定があるが ．

同規定は，流質期限の経過によって質物の所有権が質屋に移転するところ

（同条項本文），流質期限の経過後であっても，質物の返還が可能である揚

合に．．＇質屋にその返還を努力すぺき義務を課すものにすぎず，同条項の「利

子」を利息制限法所定の利率を上回る約定利息であると解ずぺき根拠もない。·

その他，質屋営業法の各規定を精査じても，質屋営業について利息制限法

の適用が排除されるとの明文規定やその趣旨をうかがわせるような規定は見

あたらない。

(3) . したがって，原告と被告との間の利息の約定のうち，利息制限法所定の

利率を上回る部分疇効．であるから，被告は，原告に対し，過払い金を返還

すべき義務がある。また． 被担保債権の消滅に伴い，彼告の本件動産の占有

権原である質権も消滅するから，被告ほ原告に対し，、本件動産を返遠すべき

義務がある。

2 不法行為に基づく損害賠償精求について

前述のとおり-� 被告が，原告に過払い金及び本件動産を返還すぺき義務を負

っているのにこれらの返還を拒絶することは違法であって，不法行為を構成す

るというべきである．

、、 そして，原告は，害面による返還請求を被告に拒絶されたことから ．
：その権

.. 利を実現するため本訴の提起を余條なくされ．訴訟追行を弁護士に委任したの

であるから，その弁護士費用のうち相当と認められる額の範囲内については．
. ' ' 

. . . 

'. - ,6 -
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上記不法行為と相当因果関係にある損害であるという ペきところ，原告代理人

ヽ｀、 ， が被告に対して 2 度にわたり書面で過払い金の返還及び本件動産の返還を求め

たが被告に拒絶されたために本訴を提起したという経緯，上記のような本件が

包含する法律問題の困難性，過払い金返還の請求額及び認容額，本件勁産の価

．，額（被告の原告に対する当初貸付額に照らすと，1-4万5000円程度の価値

があるものと考えられる。）等諸般の事情に照らずと，、上記相当と認められる

， 額の範囲内の弁護士費用としては2万円が相当である。．｀
、. -3 結論. , ,. ', , 

、.· • 以上の次第で，原告の請求のう ち，本件動産及び過払い金の返還を求める
・ 部分，弁護士費用の支払を求める部分のうち2万円の限度並びにこれらに対す

＾る遅延損害金の支払いを求める部分には理由があるからこれらを認容し，その

·余の部分については理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決ずる。

大阪地方裁判所第8民事部 •

裁判官 ·: 島
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鼻
目 録

(l}①カット・形状 ラウンドフォ ーム Pt 900指輪
色・透明度 ピンクホワイト不透明
サイズ・重量 13.05-13.10ミリ珠
鑑 別． 南洋真珠
脇 石 天然ダイヤモンド

・

}''' 
②カット疇形状 クロ ーバー Kl8指輪

色・透明度
‘

紫、中心部に黄緑
サイズ・重量 不 明
鑑 別 不 明

脇 石 不 明

{2) カット・形状 オバールカット K 18指輪
色・透明度 赤色透明
サイズ ・ 重量 13.05-13.10ミリ珠

t') 鑑 別 天然）レビー
I 脇 石 天然ダイヤモンド
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年 月日 債入額 ·返済額 期間 利率 新規利息 利息充当 利息残高 元当 元本残高 荻務残富

1! 8 S 120,000 : .. 
、、

l'lt\00) 四,000
1, 11 5 6.00( -·9l ·1蒻 f、10.Ul! 119細5. 偲 ・ "4881 ゜ 512 
” i2 5 ，． 

ltO(lO 冒 30 ,ii. -1.162 l 762 ' 4.2浪 115.250 115蕊

1' 1'161· l.757 1110&7 ·utぷ）713 6000 31 , ... 0 4. 四
U 2 5 '6.000 31 18'. 1.691 f 匹 ゜ 4-.303 噌•ヽ慶-· 1的.104

， 3 3 5 6000 邸 1邸 1ヽ7ヽ . U73 ·O ·4,5訂 ,,.,, 177 lOZ.171
3 4 5 6000 

. 
Sl l閉 l寧ヽ 11<1<? ゜ ゑ....,1 97. 霞 ·91,7笈

13 5 s 6.000 初 :1磁 1.441 1.446 
. 

0 4斑 93,185 ·ta 1蕊
1� 6 ヽ 6.00C 

'31 函l 1424 ·. 1AZ4I 
·o 

. 3、. 4$16 -A-· 88. 細！
13 T 5'. 鯰OOO � 11'111 1,,11( . 1,!tlQ ゜ 4690 83.919 -61.919
n 

·s 5 6邸 31 
'

1田 1.28l 1. 四
．
、0． ．ヽ718 79.201 '19.2()1 

13 ， 5 ¢心 31 1訊 1.21( · · UlO ti 4. 函 74.4
． 

11 7Hlt 
13 10 ， 6.000 • 3Q 函 1.100 1.100 ゜ .t9QO 絲,511 · 69.511 
13 11 ． . ,:nMI . 31 '"" 1,082 1.M? ゜ A.Mo! 、．．こ―-- ·64571

13 !2 5
'

6.000 亥｝ 18賢 955 函 ゜ 5. 匹 蹄5羹 C ミ...1

14 1 5 6.000 '31 1S誓 釘0 910 ゜ ＂匹 54,-4. 蕊 乱感l
l、 2 ， 6.00C .,, 1邸 ぶ ｀邸2 ゜ !<1邸 49Z10 '49.270 

14 3 .s 6.000 28 . 1狐 AMI 細 .0 
.. i; 珈 A'lQ<;t\l {3.950 

u 』 5 . 6000 31 '1認，！ 611 671 ゜ !13� U6itl 認認1

14� 5 6000 ” 1筍 釘1 571 、0 "'"°'. 33.192I·33.1況
i4 6 fl 6000 . 31 . 1謀 細 如 ゜ 5:493 27.699 切.699
14 7 8 6.00C 認 1筍I\ ．蜘 岱0

, 
0 I<"""'· 22.149 21.14(1 

14 8 5 6.000 認 181 305 305 ヽ＇ 5;595 16.4� 16,45,j 
14 9 5 6.000 31 1諜 邸i 251 ゜ �749 ·10..1051 10,705·

、l』M 2 , 鴫 G,000 ” 1Q貪l 142 ,.,. ゜ .$衷I
．

'-
， 841 ↓糾7

） 14ft 5 6.000 
． 
” , ... tll 81 o· 5.919 -L叩 M,n.,,, 

14 12 5 6,000 30 
,, 

-1.()11 ..irn-r. •5" \ -5 -I, ゜ 6005 
15 1 、 6.000 32 ... .... .,, -Sl ゜ 6,0$2 -1t.1()1) -ll.1091
15 

·z 5凸． "000 
”.. ｀ ’’ . .:,...1. ....... ゜ g函 �19163 -1•16a

15 • 5 6.000 ” 
．， 

-1◄ . -1� 6.014 お.2ぱ 啜.237. 5" ゜

. 15 4·6 II 00() 32 膿·. -m -111 0 6.111 -iu侶l 曲313岨＇ ｀ 
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これは正本である。
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平成 15 年 11 月 27 日
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